
蝿
第
２
回
政
策
研
究
発
表
会

協
働
研
究
結
果
報
告

指
定
管
理
者
施
設
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
の

評
価
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
研
究

固
指

定

管

理

者

制

度

と

は
、

自

治

体

が

設

置

す

る

「
公

の

施

設
一

の

管

理

運

営

を

公

共

的

団

体

等

だ

け

で

な

く

民

問

事

業

者

に

も

委

ね

る

こ

と

が

で

き

る

制

度

で

あ

る
、

平

成

乃

年

の

地

方

自

治

法

改

正

に

よ

っ

て

導

入

さ

れ
、

そ

れ

ま

で

管

理

委

託

さ

れ

て

き

た

「

公

の

施

設

一

は
、

平

成

１８

年

９

月

ま

で

に

原

則

こ

の

制

度

に

移

行

す

る
、、

「
民

間

の

能

力

を

活

用

し

つ

つ
、

住

民

サ

ー

ビ

ス

の

向

上

を

図

る

と

と

も

に
、

経

費

の

節

減

を

図

る

一

こ

と

が

導

入

の

目

的

で

あ

る
二

横

浜

市

で

導

入

済

み

・

導

入

予

定

の

施

設

は

合

わ

せ

て

８

２

ユ

施

設

に

の

ぼ

り
、

国

内

で

最

大

規

模

の

「
公

共

施

設

の

民

営

化
」

と

な

る
、

民

営

化

に

対

し

て
、

経

費

削

減

が

サ

ー

ビ

ス

の

低

下

を

招

く

と

の

不

安

が

市

民

に

は

根

強

く

あ

る
、、

こ

れ

を

解

消

し

、

サ

ー

ビ

ス

の

質

の

向

上

を

は

か

る

に

は

評

価

シ

ス

テ

ム

の

充

実

が

鍵

と

な

る
、、

し

か

し
、

横

浜

市

だ

け

で

な

く

全

国

の

殆

ど

の

白

治

体

は

制

度

の

導

入

準

備

に

追

わ

れ
、

評

価

シ

ス

テ

ム

の

あ

り

方

に

つ

い

て

本

格

的

に

調

査
、

研

究

す

る

機

会

が

な

か

っ

た
。

そ

う

し

た

中

で
、

指

定

管

理

施

設

の

評

価

が

お

ざ

な

り

と

な

り
、

管

理

運

営

の

改

善

が

不

十

分

と

な

る

事

態

も

懸

念

さ

れ

た
一、

制

度

の

本

格

実

施

を

ひ

か

え

て

評

価

シ

ス

テ

ム

の

構

築

が

急

務

で

あ

る

こ

と

か

ら
、

当

研

究

所

は

平

成

１７

年

５

月

に

横

浜

会

議

に

「
指

定

管

理

者

施

設

の

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

等

の

評

価

シ

ス

テ

ム

に

関

す

る

研

究

」

一
以

下
、

「
本

研

究

こ

を

提

案

し
、

同

７

月

の

第

２

回

政

策

研

究

発

表

会

で

協

働

研

究

と

し

て

採

択

さ

れ

た
、

以

下

に

本

研

究

の

概

要

を

紹

介

す

る
、、

な

お
、

最

近
、

埼

玉

県

ふ

じ

み

野

市

の

事

故

を

き

っ

か

け

に
、

プ

ー

ル

施

設

の

点

検

が

全

国

規

模

で

行

わ

れ

た
、、

事

故

の

あ

っ

た

施

設

は

従

来

型

の

管

理

委

託

施

設

だ

っ

た

が
、

指

定

管

理

者

が

管

理

運

営

す

る
、
ブ

ー

ル

施

設

は

横

浜

市

だ

け

で

な

く

全

国

各

地

に

あ

り
、

評

価

シ

ス

テ

ム

確

一）一
の

重

要

性

と

緊

急

性

が

改

め

て

確

認

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た
、

１
一
態
勢
と

経
緯

当

研

究

所

は

本

研

究

を

行

う

た

め
、

指

定

管

理

者

施

設

を

円

常

的

に

利

用

し

て

き

た

市

民

と

有

識

者

か

ら

な

る

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

チ

ー

ム

を

編

成

し

た
。

協

働

研

究

で

あ

る

こ

と

か

ら
、

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

チ

ー

ム

の

会

議

・

ヒ

ア

リ

ン

グ

に

は

横

浜

市

職

員

が

出

席

・

同

行

し

た

、

．
ブ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

チ

ー

ム

は

計

８

回

の

会

議

を

開

催

し

た
一一

会

議

で

は

本
。
研

究

に

必

要

な

調

査

（
資

料

収

集

や

ヒ

ア

リ

ン

グ
一

の

設

計
、

調

査

結

果

の

検

討

等

の

議

題

に

つ

い

て
、

横

浜

市

職

員

を

ま

じ

え

て

積

極

的

な

議

論

を

行

っ

た
。

ま

た
、

指

定

管

理

者

施

設

に

お

け

る

評

価

シ

ス

テ

ム

の

現

状

と

課

題

を

把

握

す

る

た

め
、

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

チ

ー

ム

の

メ

ン

バ

ー

で

分

担

し

て

ヒ

ア

リ

ン

グ

調

査

を

実

施

し

た
。

対

象

は

指

定

管

理

者

制

度

導

入

済

み

の

施

設

計

８

施

設

で

あ

る
。

対

象

施

設

選

定

に

は
、

地

区

セ

ン

タ

ー
、

地

域

ケ

ア

プ

ラ

ザ
、

福

祉

保

健

活

動

拠

点
、

区

民

文

化

セ

ン

タ

ー
、

公

園

な

ど

施

設

の

多

様

性

に

配

慮

し

た
、

な

お

、

比

較

対

照

の

た

め
、

他

の

自

治

体

の

指

定

管

理

者

施

設

と

し

て

「
よ

こ

す

か

市

民

活

動

セ

ン

タ

ー
」

を
、

外

部

評

価

制

度

の

導

入

例

と

し

て

静

岡

県

公

園

緑

地

室

に

対

す

る

ヒ

ア

リ

ン

グ

調

査

も

行

っ

た
、、

２
一
評
価
シ
ス
テ
ム
の
全
体
像

当

研

究

所

は
、

本

研

究

に

あ

た

り
、

構

築

さ

れ

る

べ

き

評

価

シ

ス

テ

ム

の

全

体

像

一
図
一
を

三

つ

の

視

点

・

方

法

で

整

理

し

た
、

こ

れ

を

仮

説

と

し

て

資

料

調

査

と

ヒ

ア

リ

ン

グ

調

査

を

行

い
、

各

々

の

評

価

手

法

の

現

状

と

課

題

を

把

握

す

る

こ

と

と

し

た
。

こ

の

う

ち

、

行

政

評

価

と

は

横

浜

市

一
担

当

局

・

区
一

を

主

体

と

す

る

評

価

手

法

で
、

指

定

管

理

施

設

の

管

理

運

営

の

状

況

を

点

検

す

る

た

め
、

指

定

管

理

者

か

ら

定

期

的

に

事

業

報

告

書

等

の

文

書

の

提

供

を

受

け

る

こ

と

を

中

心

と

す

る
、

ま

た
、

利

用

者

評

価

と

は

指

定

管

理

者

施

設

の

利

用

者

を

主

体

と

す

る

評

価

手

法

で
、

利

用

者

の

要

望

・

意

見

か

ら

二

ー

ズ

を

発

見

し

指

定

管

理

施

設

の

管

理

運

営

に

反

映

す

る

た

め
、

指

定

管

理

者

が
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実

施

す

る

利

用

者

ア

ン

ケ

ー

ト

等

を

指

す
。

そ

し

て
、

白

己

評

価

と

は

基

本

的

に

は

指

定

管

理

者

を

主

体

と

す

る

評

価

手

法

で
、

施

設

の

理

念

か

ら

指

定

管

理

施

設

の

あ

り

方

を

白

問

し
、

自

ら

の

管

理

運

営

を

自

律

的

に

評

価

す

る

も

の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に
一
二

つ

の

評

価

手

法

は
、

主

体
、

目

的
、

方

法

が

大

き

く

異

な

る

が
、

そ

れ

ぞ

れ

を

充

実

さ

せ

る

こ

と

が

指

定

管

理

者

制

度

に

か

か

わ

る

評

価

シ

ス

テ

ム

の

確

立

に

は

必

要

不

可

欠

で

あ

る
。

と

こ

ろ

が
、

従

来

ま

で

の

議

論

ば

か

り

か
、

他

の

自

治

体

や

研

究

機

関

の

評

価

シ

ス

テ

ム

は

三

つ

の

評

価

手

法

を

窮

確

に

区

別

し

て

こ

な

か

っ

た
。

本

研

究

の

意

義

の

一

つ

は
、

こ

の

よ

う

に

し

て

評

価

シ

ス

テ

ム

確

立

に

向

け

た

論

点

を

明

確

に

整

理

し

た

こ

と

に

あ

る
。

３
一
調
査
研
究
の
結
果

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

チ

ー

ム

は

資

料

調

査

と

ヒ

ア

リ

ン

グ

調

査

を

通

じ

て
、

以

下

の

よ

う

に

三

つ

の

評

価

手

法

の

現

状

を

検

証

し
、

課

題

を

整

理

し

た
。

０
行
政
評
価

行

政

評

価

の

中

心

は

指

定

管

理

者

が

作

成

し
、

横

浜

市

に

提

出

す

る

事

業

報

告

書

で

あ

る
。

こ

れ

に

よ

っ

て
、

指

定

管

理

者

の

選

定

基

準
、

協

定

・

業

務

仕

様

書

等

で

定

め

ら

れ

た

管

理

運

営

の

水

準

を

満

た

し

て

い

る

か

否

か

を
、

横

浜

市

が

点

検

・

評

価

す

る
。

横

浜

市

の

「
指

定

管

理

者

制

度

導

入

に

係

る

留

意

事

項
」

（
平

成

１６

年

６

月

１７

日
、

総

務

局

行

政

シ

ス

テ

ム

改

革

課
）

に

よ

れ

ば
、

横

浜

市

は

「
適

正

な

管

理

の

確

保
」
の

た

め

に

指

定

管

理

者

に

対

し

て

以

下

の

事

項

の

記

載

を

求

め

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る
。

①
管
理
の
実
施
状
況
及
び
利

用

状

況
、

②

使

用

料

叉

は

利

用

料

金

の

収

入

実

績
、

③

管

理

に

係

る

経

費

の

収

支

状

況
、

④

そ

の

他

管

理

の

実

態

を

把

握

す

る

た

め

に

必

要

な

書

類

本

研

究

で

は

複

数

の

指

定

管

理

者

施

設

の

事

業

報

告

書

を

入

手

し
、

そ

れ

ぞ

れ

の

内

容

を

比

較

検

討

し

た

。

そ

の

結

果
、

施

設

に

よ

っ

て

記

載

の

内

容

・

分

量

に

大

き

な

差

の

あ

る

こ

と

が

わ

か

っ

た
。

施

設

の

管

理

運

営

を

代

行

さ

せ

て

い

る

こ

と

の

説

明

責

任

の

観

点

か

ら
、

関

係

部

局

（

局

・

区

・

事

業

本

部

長
一

は

事

業

報

告

書

の

内

容

・

分

量

が

適

切

か

否

か

を

検

証

す

る

必

要

が

あ

る
。

行

政

評

価

の

最

大

の

課

題

は
、

事

業

報

告

書

の

情

報

公

開

が

不

十

分

な

点

に

あ

る
。

「
指

定

管

理

者

制

度

導

入

手

続

に

お

け

る

チ

ェ

ッ

ク

リ

ス

ト
」

（
平

成

蝸

年

６

月

２１

日

改

訂

版
、

総

務

局

行

政

シ

ス

テ

ム

改

革

課
）

で

は

、

管

理

状

況

の

公

開

を

チ

ェ

ッ

ク

項

目

と

し

て

明

記

し
、

「
年

度

ご

と

に

提

出

す

る

『
事

業

報

告

善
』

は

公

開

と

し
、

施

設

の

管

理

状

況

の

公

開

に

努

め

ま

す
」

と

記

載

さ

れ

て

い

る
。

情

報

公

開

は
、

「
次

の

公

募

の

際

に

も

適

正

な

競

争

が

な

さ

れ

る

よ

う

配

慮

す

る
」

と

と

も

に
、

現

在

の

指

定

管

理

者

間

に

お

け

る

管

理

運

営

の

適

正

化

を

め

ざ

す

競

争

を

促

す

点

で

重

要

で

あ

る
。

ま

た

、

行

政

の

説

明

責

任

の

観

点

か

ら

必

要

不

可

欠

な

取

り

組

み

で

あ

る
。

し

か

し
、

制

度

導

入

の

初

期

段

階

と

い

う

こ

と

も

あ

り
、

本

研

究

の

段

階

で

は
、

環

境

創

造

局

が

公

園

の

事

業

報

告

書

を

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

す

る

に

と

ど

ま

っ

て

い

た
。

②
利
用
者
評
価

本

研

究

で

は

ヒ

ア

リ

ン

グ

調

査

を

通

じ

て
、

指

定

管

理

者

施

設

に

お

け

る

利

用

者

評

価

の

例

を

入

手

し

た

。

こ

れ

ら

は
、

講

座

・

イ

ベ

ン

ト

等

の

個

別

事

業

に

関

す

る

ア

ン

ケ

ー

ト

と

施

設

サ

ー

ビ

ス

全

般

に

わ

た

る

ア

ン

ケ

ー

ト

に

大

別

で

き

る
。

ア

ン

ケ

ー

ト

の

対

象

は

講

座

・

イ

ベ

ン

ト

等

の

参

加

者

や

施

設

の

利

用

者

（
団

体
）

が

殆

ど

だ

が
、

指

定

管

理

者

に

よ

れ

ば

評

価

結

果

は

で

き

る

限

り

管

理

運

営

に

反

映

し

て

い

る

と

い

う
。

ま

た
、

ニ

ュ

ー

ス

レ

タ

ー

や

館

内

掲

示

に

よ

っ

て
、

利

用

者

評

価

の

内

容

や

そ

れ

へ

の

回

答

・

対

応

を

公

開

し

て

い

る

例

も

少

な

く

な

い
。

す

で

に

各

指

定

管

理

者

施

設

は

利

用

者

評

価

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

る
。

も

ち

ろ

ん

課

題

は

あ

る
。

そ

れ

は
、

利

用

者

評

価

に

か

か

わ

る

情

報

の

共

有

化

で

あ

る
。

現

状

は

指

定

管

理

者

施

設

と

利

用

者

の

間

に

お

け

る

情

報

の

共

有

化

に

と

ど

ま

り
、

他

の

施

設

と

の

共

有

化

は

不

十

分

で

あ

る
。

他

の

類

似

施

設

に

お

け

る

利

用

者

評

価

の

内

容
、
方

法
、
結

果

等

を

知

る

こ

と

は
、

指

定

管

理

者

が

自

ら

の

評

価

手

法

を

見

直

し
、

よ

り

良

い

も

の

に

変

え

て

い

く

契

機

と

な

る
。

後

述

す

る

「
指

定

管

理

者

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト
」
な

ど

の

手

段

を

通

じ

て

利

用

者

評

価

情

報

の

共

有

化

が

で

き

な

い

だ

ろ

う

か
。

な

お
、

社

会

的

に

も

Ｃ

Ｓ

（
顧

客

満

足

度
）

調

査

が

流

行

し

て

い

る

こ

と

も

あ

り
、

指

定

管

理

者

施

設

に

お

け

る

利

用

者

評

価

も

充

実

し

て

い

る

が
、

そ

の

難

点

を

認

識

す

る

こ

と

も

必

要

だ
。

利

用

者

の

苦

情

や

意

見

を

受

け

容

れ

満

足

度

を

高

め

て

い

く

こ

と

が
、

各

指

定

管

理

者

施

設

の

理

念

（
公

共

性
）

を

損

な

う

よ

う

で

は

い

け

な

い
。

利

用

者

評

価

を

絶

対

視

す

る

の

で

は

な

く
、

と

き

に

は

施

設

の

公

共

性

と

の

間

で

こ

れ

を

止

揚

す

べ

き

場

合

も

あ

る
、

そ

の

た

め

に

も
、

後

述

す

る

自

己

評

価

の

充

実

が
欠

か

せ

な

い
＝

③
白
己
評
価

本

研

究

は
一
二

つ

の

評

価

手

法

に

整

理

す

る

こ

と

で
、

従

来

と

は

異

な

る

内

容

で

自

己

評

価

を

定

義

し

て

い

る
。

従

来

ま

で

は

評

価

主

体

だ

け

に

着

目

し

て

い

た

た

め
、

行

政

評

価

に

含

め

る

べ

き

施

設

の

ハ

ー

ド

面

の

点

検

や

利

用

者

評

価

に

含

め

る

べ

き

利

用

者

ア

ン

ケ

ー

ト

等

を

、

指

定

管

理

者

自

身

が

行

う

こ

と

を

自

己

評

価

と

し

て

き

た
。

し

か

し
、

本

研

究

で

は
、

施

設

の

理

念

か

ら

管

理

運

営

の

あ

り

方

を

自

問

す

る

評

価

手

法

を

自

己

評

価

と

定

義

す

る

こ

と

と

し

た
。

指

定

管

理

者

施

設

は

公

共

施

設

で

あ

り
、

そ

の

理

念

（
公

共

性
一

は

各

施

設

の

設

置

条

例

（
目

的

規

定
）
、

指

定

管

理

者

の

選

定

基

準
、

事

業

方

針

・

計

画

等

の

中

で

表

現

さ

れ

る
。

こ

れ

に

は
、

指

定

管

理

者

と

市

民

と

の

関

係

性

を

通

じ

て

醸

成

さ

れ

て

い

く

施

設

の

地

域

性

や

独

自

性

も

含

ま

れ

る
。

指

定

管

理

者

６２ ■ 「横浜 会議」から の報告




